
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人土木研究所の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２３年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事
(寒地土木研究所長）

理事

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

注：役名は法律に合わせた表記にしたため、平成20年度分までの公表資料における役名と一部異なる。
　 「理事（寒地土木研究所長）」は平成20年度分までの公表資料における「理事長代理」である。

①本給月額の改正 ９８９，０００円 → ９８４，０００円
②平成２３年４月から平成２４年２月までの較差相当分を平成２４年６月期の期末手当で調整

①本給月額の改正 ８３８，０００円 → ８３４，０００円

②法人の長②に同じ

業績手当について、独立行政法人評価委員会における業績評価の結果を勘案のうえ支給
率を決定して手当を支給した。

①本給月額の改正 ７８０，０００円 → ７７６，０００円
②法人の長②に同じ

①本給月額の改正 ７２４，０００円 → ７２０，０００円
②法人の長②に同じ

①非常勤役員手当の改正 ２４６，０００円 → ２４４，５００円

平成２３年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,819 11,863 4,532 1,424 (役員特別調整手当)

千円 千円 千円 千円

302 (役員特別調整手当)

117 （寒冷地手当）
175 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,514 9,356 3,636 1,123 (役員特別調整手当) ◇

399 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

13,379 8,684 3,289 1,042 (役員特別調整手当)

364 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

2,951 2,951

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入している。
注２：「役員特別調整手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する
　　　常勤の役員に支給される手当である。
注３：Ａ理事は、札幌市に所在する寒地土木研究所に置かれているため寒冷地手当を支給している。
注４：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注５：「役名」欄のうち、「A理事」は平成20年度分までの公表資料における「理事長代理」である。

3,642

監事

監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

前職

◇Ａ理事

Ｂ理事

14,288 10,052



３　役員の退職手当の支給状況（平成２３年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入している。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：「区分」欄のうち、「理事（寒地土木研究所長）」は平成20年度分までの公表資料における「理事長

代理」である。

該当者なし

該当者なし

監事

監事
（非常勤)

該当者なし理事

理事
(寒地土木
研究所長)

該当者なし

摘　　要法人での在職期間

法人の長 該当者なし



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針

　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２３年度における給与制度の主な改正点

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
賞与：業績手当

（査定分）

制度の内容

俸　給

　勤務成績が優れている者の成績率を「特に優秀」又は「優秀」としている。　

　一定の期間を勤務した職員の勤務成績に応じて、昇給区分を決定している。

中期目標・中期計画に基づき、高度な研究業務の推進のため必要な人材の確保を図りつ
つ、「行政改革の重要方針」(平成１７年１２月２４日閣議決定)を踏まえた人件費削減を実施
する。

独立行政法人通則法第６３条第３項により、法人の業務実績を考慮し、かつ、社会一般の
情勢に適合したものとしていることから、国家公務員の給与水準に準拠して定めている。

職員の勤務成績評価を行い、業績手当の成績率及び査定昇給の実施に反映させている。

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に準拠し、次のとおり職員給与規程

の改正を実施
・俸給月額の引き下げ（中高齢層に限定 平均改定率△０．２３％）

※平成２３年４月から平成２４年２月までの較差相当分は平成２４年６月期の期末手当で

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

342 43.7 7,256 5,501 97 1,755
人 歳 千円 千円 千円 千円

85 44.3 6,317 4,731 103 1,586
人 歳 千円 千円 千円 千円

257 43.5 7,567 5,756 95 1,811

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 36.9 5,859 4,692 82 1,167
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 36.9 5,859 4,692 82 1,167

うち所定内 うち賞与平均年齢
平成２３年度の年間給与額（平均）

事務・技術

区分

常勤職員

総額

研究職種

研究職種

任期付職員

人員

・俸給月額の引き下げ（中高齢層に限定 平均改定率△０．２３％）
※平成２３年４月から平成２４年２月までの較差相当分は平成２４年６月期の期末手当で

調整

・経過措置額を平成２６年４月に全額廃止、それを原資に若年層の昇給回復措置



人 歳 千円 千円 千円 千円

58 38.1 3,535 2,906 117 629
人 歳 千円 千円 千円 千円

41 35.9 2,536 2,089 129 447
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 43.6 6,142 5,040 89 1,102
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：在外職員、再任用職員の区分については、該当者がいないため、表示を省略している。

注３：常勤職員の医療職種及び教育職種、任期付職員の事務・技術職種、医療職種及び教育職種、

　　　非常勤職員の医療職種及び教育職種については、該当者がいないため、表示を省略している。

注４：自動車運転手の該当者が１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　人数以外については記載していない。

非常勤職員

自動車運転手

事務・技術

研究職種



　② 年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

　　　〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

（事務・技術職員）

注1： ①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
注2： 年齢２４－２７歳及び２８歳－３１歳の該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの

あることから、人数以外については記載していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

本部部長 3 56.5 － 12,180 －

平均年齢人員分布状況を示すグループ 平均
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円

本部部長 ,

本部課長 6 52.7 8,140 8,536 9,143

本部課長補佐 16 49.7 6,531 6,978 7,543

本部係長 43 43.9 5,104 5,927 6,781

本部主任 12 36.2 3,792 4,443 4,780

本部係員 4 30.3 － 4,007 －

注） 　本部部長及び本部係員の該当者が４人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
あることから、第１・第３四分位については記載していない。

（研究職員）

注： 年齢２４－２７歳の該当者が３人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
第１・第３四分位については記載していない。
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人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（研究職員） 人
千円



（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

本部研究部長 14 54.5 11,004 11,707 12,138

本部研究課長 40 49.2 9,732 10,269 10,835

本部主任研究員 94 46.2 7,574 8,068 8,741

本部研究員 91 37.0 4,976 5,281 5,716
注） 　「本部研究課長」が「本部課長」に相当。

③

（事務・技術職員）

区分 計 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

85 0 3 0 0 5 7 21 45 4 0
（割合） （　 　　%） （　 3.5%） （　 　　%） （　 　　%） (   5.9%） (   8.2%） （  24.7%） （  52.9%） （   4.7%） （　 　　%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

57 58 57 55 53 33

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

54 44 50 42 32 27
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

9,374 7,063 6,168 5,660 5,484 3,299

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

8,502 6,116 5,180 4,454 2,745 2,857
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,869 9,440 8,156 7,691 7,144 4,285

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

11,707 8,140 6,951 6,012 3,604 3,722

（研究職員）

区分 計 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

部長、参事、
課長

研究員 研究員
グループ長、
上席研究員

主任研究員

専門役、副
参事、主査

課長、室長、
副参事

主査、主任

年間給与
額(最高～

最低)

上席研究員、

主任研究員

主事、技師 主事、技師

年齢（最高
～最低）

参事、課長、
室長、副参事

監査役、部
長

人員

分布状況を示すグループ

部長、参事、
課長

所定内給
与年額(最
高～最低)

平均

審議役

職級別在職状況等（平成２４年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

平均年齢人員

人 人 人 人 人 人

257 49 55 49 98 6
（割合） (   19.1%） （  21.4%） （  19.1%） （  38.1%） （    2.3%）

歳 歳 歳 歳 歳

58 59 58 52 31

～ ～ ～ ～ ～

43 38 34 27 25
千円 千円 千円 千円 千円

9,300 7,929 6,599 5,033 3,252

～ ～ ～ ～ ～

6,845 5,849 4,215 2,973 2,431
千円 千円 千円 千円 千円

12,786 10,256 8,485 6,648 4,148

～ ～ ～ ～ ～

8,999 7,599 5,711 3,911 3,171

④
（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

60.0 62.0 61.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

40.0 38.0 39.0

％ ％ ％

         最高～最低 45.2～32.7 44.6～30.2 44.3～31.4

％ ％ ％

64.4 66.9 65.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.6 33.1 34.3

％ ％ ％

         最高～最低 43.4～32.3 40.6～29.8 39.7～31.4

賞与（平成２３年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

区分

年齢（最高
～最低）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年間給与
額(最高～

最低)

管理
職員

一律支給分（期末相当）



（研究職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

62.4 64.9 63.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

37.6 35.1 36.3

％ ％ ％

         最高～最低 53.1～32.6 50.3～30.2 49.8～31.7

％ ％ ％

64.5 66.6 65.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.5 33.4 34.4

％ ％ ％

         最高～最低 43.4～31.8 40.6～29.8 40.3～31.0

⑤

（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職（一）） 94.1

対他法人（事務・技術職員） 88.9

（研究職員）

対国家公務員（研究職） 91.2

対他法人（研究職員） 90.7

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ９７．８

参考 学歴勘案　　　　　　 ９３．５

地域・学歴勘案　　　９７．３

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究職員)

項目

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

内容

管理
職員

区分

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

指数の状況

対国家公務員　　９４．１

○研究職員

地域勘案　　　　　　 １０３．３

参考 学歴勘案　　　　　　　 ９３．９

地域・学歴勘案　　　１０２．３

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

指数の状況

対国家公務員　　９１．２

　講ずる措置

俸給・諸手当など給与体系は国家公務員の給与と同等の給与となってお
り、引き続き国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう取り組む。

　講ずる措置
俸給・諸手当など給与体系は国家公務員の給与と同等の給与となってお
り、引き続き国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう取り組む。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

該当しない
【主務大臣の検証結果】
国家公務員と概ね同等の水準となっているが、国家公務員の水準を上回る
ことがないよう、引き続き適正な給与水準を確保するための必要な措置を講
ずる。

項目 内容

該当しない
【主務大臣の検証結果】
国家公務員と概ね同等の水準となっているが、国家公務員の水準を上回る
ことがないよう、引き続き適正な給与水準を確保するための必要な措置を講
ずる。

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９５％
（国からの財政支出額　９，０３７百万円、支出予算の総額　９，５１７百万円：
平成２３年度予算）

【検証結果】
当研究所の給与制度は国の職員に適用される給与法に準拠して定めてお
り、対国家公務員指数は１００以下であることから給与水準は適正なものと
なっている。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成２３年

度）

前年度
（平成２２年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

418,230

3,465,008

-

-

（　　5.5）

4,394,881

給与、報酬等支給総額

（△28.4）

（　    -）

退職手当支給額

福利厚生費

最広義人件費

△ 21,3953,486,403

△ 30,137

中期目標期間開始時（平
成２３年度）からの増△減

384,039 144,307528,346

（　    -）

（　    -）

（　    -）

76,072

非常勤役職員等給与

（　    -）

比較増△減

（ △0.6）

区　　分

4,510,609

106,209

-

（　 37.6） -

22,953441,183

115,728 （    2.6） -



総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

総人件費改革の取組状況

年　　　度

・「給与、報酬等支給総額」が対前年度比△0.6％となっているのは、Ⅱ－１－①「人件費管理の基本方針」に

基づき人件費削減に取り組んだことが主な要因である。

・「最広義人件費」が対前年度比2.6％となっているのは、法定福利費の増による「福利厚生費」の増額が主な

要因である。

・行革推進法、「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）による人件費削減の取組の状況

独立行政法人土木研究所は、平成１８年４月１日をもって土木研究所と北海道開発土木研究所を統合し、

以下のとおり人件費削減に取り組んでいる。

①中期目標に示された人件費削減の取組に関する事項
総人件費（退職手当等を除く。）については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進

に関する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から５年間で５%以上を基本とする削減等の
人件費に係る取組を平成２３年度においても引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削
減の取組を踏まえ、厳しく見直す。

②中期計画において設定した削減目標､国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針
総人件費（退職手当等を除く。）については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進

に関する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から５年間で５％以上を基本とする削減等の
取組を平成２３年度においても引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削減の取組を踏
まえ、厳しく見直す。

但し、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分及び以下に該当する者（以下「総人件費改革の取組の
削減対象外となる任期付研究者等」という。）に係る人件費については削減対象から除くこととする。

・競争的資金又は受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部資金により雇用される任期付職員
・国からの委託費及び補助金により雇用される任期付研究者
・運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、国策上重要な研究課題（第３期科学技術基本計
画（平成１８年３月２８日閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術をいう。）に従事する者
及び若手研究者（平成１７年度末において３７歳以下の研究者をいう。）
また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進める。

③人件費削減の取組の進ちょく状況

当年度までの人件費削減率（補正値）は△6.8％となっており、中期計画に定めた目標を上回る削
減を達成した。引き続き人件費削減に取り組む。

年度）

3,708,094 3,670,365 3,624,666 3,510,446 3,426,427 3,387,751 3,329,234

△1.0 △2.2 △5.3 △7.6 △8.6 △10.2

△1.0 △2.9 △6.0 △5.9 △5.4 △6.8

【主務大臣の検証結果】
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）におい
て、平成１８年度以降の５年間で人件費を５％以上削減すること及び「経済財政運営と構造改革に関する基
本方針 2006」（平成18年7月7日閣議決定）において、人件費改革を２０１１年度まで継続するとされていると
ころ、当該法人においては既に達成済みであり、適正に取り組んでいる。

注１：基準年度（平成17年度）、平成18年度、平成19年度の「給与、報酬等支給総額」については、平成20
　　　 年4月1日の業務移管に伴う増員分に見合う人件費推計額を加え記載しており、平成20年度、平成21
       年度及び平成22年度については、当該増員分を含んだ実績値である。

注２：「人件費削減率(補正値)」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院
      勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。
      なお、平成18年、平成19年、平成20年、平成21年、平成22年、平成23年の行政職(一)職員の年間
      平均給与の増減率はそれぞれ0％、0.7％、0％、▲2.4％、▲1.5％、▲0.23%である。

注３：競争的研究資金又は研究開発独立行政法人の受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部
      資金又は国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交付金により雇用される
      任期付研究者のうち、国策上重要な研究課題(第三期科学技術基本計画 (H18.3.28閣議決定)におい
      て指定されている戦略重点科学技術をいう。)に従事する者（以下「戦略重点従事者」という。）及び
      若手研究者(平成17年度末において37歳以下の研究者をいう。)を削減対象人件費の範囲から除いて
      いるため、Ⅲ表の「給与、報酬等支給総額」と削減対象人件費の金額とが異なることとなる。

注５：注３の任期付研究者及び任期付職員の人件費を総人件費改革に係る削減対象人件費の範囲から
      除く前の「給与､報酬等支給総額」（削減対象人件費）は､基準年度（平成17年度）3,757,473千円、
      平成18年度3,725,385千円及び平成19年度3,669,768千円であった。

注４：平成17年度を基準とした、平成18年度から平成22年度までの5年間で5%削減した額（3,522,689千円）
      に、平成22年度末の削減対象人件費から除かれていた戦略重点従事者に係る額（4,006千円）を
      加えた額から、1%削減した額（3,491,428千円）に対し、平成23年度の給与、報酬等の支給総額
      （3,333,240千円）は、4.5%の削減となっている。

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

給与、報酬等支給総額
（千円）

減を達成した。引き続き人件費削減に取り組む。



Ⅳ 法人が必要と認める事項

【役員】

【職員】

 　国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第２号）に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、
以下の措置を実施した。

・平成24年4月から国家公務員に準じた率（本給月額の削減率9.77%）で、本来の支給額からの減額を実施した（平成26年3月まで）

・国家公務員の給与見直しに準拠して、平成24年3月に本給月額を平均0.5%引き下げた（平成23年4月分から平成24年2月分に
ついては平成24年6月の期末手当で調整）。

・平成24年4月から職務の級や手当の内容に応じて、国家公務員に準じた率（俸給月額の削減率4.77%～9.77%）で、本来の支給
額からの減額を実施した（平成26年3月まで）。

・国家公務員の給与見直しに準拠して、平成24年3月に俸給月額を平均0.23%引き下げた（平成23年4月分から平成24年2月分に
ついては平成24年6月の期末手当で調整）。


